
第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート【区分②：介護給付費等費用の適正化】
市町村名 水上村 所属名 保健福祉課

担当者名 米来　早 連絡先（ＴＥＬ） 0966-44-0313

点検件数等
（分子）

点検対象件数等
（分母）

達成率
（％）

達成度合 実施内容
課題

（目標の達成状況に関する理由や原因等）
課題に対する改善策

（R6年度(2024年度）以降）
県の支援に対する評価・要望

水上村 ２．ケアプラン点検
②地域ケア会議等を活用したケアプランの
点検

点検月数１２月 点検月数１２月 - - ○
・地域ケア会議において、困難事例等のケア
プランを点検する。

・頻繁に異動がある行政担当者の点検技量
不足が課題である。

・ケアマネジメント研修を実施し、介護支援専
門員・行政担当者ともに技量を高める。また
今年度は包括支援センター職員が作成した
ケアプラン点検も行う予定。

・各種研修やケアプラン点検マニュアル等の
周知実施

水上村 ２．ケアプラン点検
③住宅型有料老人ホーム等の入居者の
ケアプラン点検

点検率５％ 1 4 25.0% ◎
・委託によるケアプラン点検の実施
・縦覧点検・医療情報との突合

・介護支援専門員の書類作成の認識及び理
解不足
・担当者の点検に関する技量不足が課題で
ある。

・介護支援専門員のケアマネジメント研修の
実施や保険者のケアマネジメント基本方針の
周知を徹底する。

・各種研修やケアプラン点検マニュアル等の
周知実施

水上村 ２．ケアプラン点検
⑤その他（　課題整理総括表を利用したケ
アプラン点検　）

点検率５％ 15 75 20.0% ◎
・委託によるケアプラン点検の実施
・縦覧点検・医療情報との突合

・介護支援専門員の書類作成の認識及び理
解不足
・担当者の点検に関する技量不足が課題で
ある。

・介護支援専門員のケアマネジメント研修の
実施や保険者のケアマネジメント基本方針の
周知を徹底する。

・各種研修やケアプラン点検マニュアル等の
周知実施

水上村 ３．住宅改修の点検 住宅改修の施行前点検 点検率１００％ 5 5 100.0% ○ ・役場職員の事前点検 ・職員への事務的・時間的な負担が大きい
・効率的な点検が行えるように関係者と事前
調整を行う。

水上村 ３．住宅改修の点検
建築・リハビリ専門職による施工前点検の
体制構築

点検率１０％ 5 5 100.0% ◎ ・専門職員（リハ職等の事前点検） ・職員への事務的・時間的な負担が大きい
・効率的な点検が行えるように関係者と事前
調整を行う。

水上村 ５．医療情報突合・縦覧点検 医療情報突合の実施 点検月数１２月 点検月数１２月 - - ○
・国保連出力帳票の点検
・委託による点検

・担当者の技量不足が課題である。
・医療情報突合・縦覧点検に関する研修の受
講。
・委託による点検の実施

水上村 ５．医療情報突合・縦覧点検 縦覧点検の実施 点検月数１２月 点検月数１２月 - - ○
・国保連出力帳票の点検
・委託による点検

・担当者の技量不足が課題である。
・医療情報突合・縦覧点検に関する研修の受
講。
・委託による点検の実施

水上村 ５．医療情報突合・縦覧点検 活用帳票・チェック項目の明確化

・医療給付情報突合確認表
・算定期間回数制限縦覧チェック
一覧表
・入隊所を繰り返す受給者縦覧一
覧表
・重複請求縦覧チェック一覧表
・軽度者の要介護者にかかる福祉
用具貸与品目一覧表
・単独施級明細書における準受付
審査チェック一覧表

同左帳票に合わ
せて下記５種帳票
を追加
・算定期間回数制
限縦覧チェック一
覧表
・居宅介護支援請
求におけるサービ
ス実施状況一覧
表
・要介護認定有効
期間の半数を超
える短期入所受
給者一覧表
・月途中要介護状
態変更受給者一
覧表
・独自報酬算定事
業所一覧表

- - ○
・国保連出力帳票の点検
・委託による点検

・担当者の点検に関する技量不足が課題で
ある。

・医療情報突合・縦覧点検に関する研修の受
講。
・委託による点検の実施

市町村名 取組テーマ 取組目標 第８期計画における
数値目標

R5年度（2023年度）実績


